
 京都市博物館の登録に関する規則の全部を改正する規則を公布する。 

  令和５年３月２３日 

京都市教育委員会   

教育長 稲田新吾   

京都市教育委員会規則第１２号 

   京都市博物館の登録に関する規則の全部を改正する規則 

 京都市博物館の登録に関する規則の全部を次のように改正する。 

   京都市博物館の登録等に関する規則 

（登録の申請） 

第１条 博物館法（以下「法」という。）第１２条第１項各号列記以外の部分に規定する登

録申請書は、第１号様式とする。 

２ 法第１２条第１項第３号に規定する教育委員会の定める事項は、登録（法第１１条に

規定する登録をいう。以下同じ。）を受けようとする博物館の開館の年月日とする。 

３ 法第１２条第２項第３号に規定する教育委員会の定める書類は、収支の見積りに関す

る書類その他別に定める書類とする。 

（登録の審査） 

第２条 法第１３条第１項第３号から第５号までに規定する教育委員会の定める基準は、

博物館法施行規則（以下「施行規則」という。）第３章の規定を参酌し、別に定める。 

２ 教育委員会は、登録の申請に係る博物館が法第１３条第１項各号のいずれにも該当す

るかどうかを審査するために必要があると認めるときは、法第１２条第１項各号列記以

外の部分の規定により登録の申請をした者に資料の提出を求め、適当と認める者の意見

を聴き、又は実地について調査することがある。 

（登録） 

第３条 法第１４条第1項各号列記以外の部分に規定する博物館登録原簿は、第２号様式

とする。 

（登録事項の変更） 

第４条 法第１５条第１項の規定による届出は、博物館登録事項等変更届（第３号様式）

により行うものとする。 

（定期報告） 

第５条 法第１６条の規定による報告の方法、頻度、時期その他の当該報告に関し必要な



事項は、別に定める。 

（廃止の届出） 

第６条 法第２０条第１項の規定による届出は、博物館を廃止した日から３０日以内に、

博物館廃止届（第４号様式）により行うものとする。 

（公表） 

第７条 次に掲げる場合には、インターネットを利用する方法により公表するものとする。 

 ⑴ 法第１１条の規定により登録をしたとき。 

 ⑵ 法第１５条第２項の規定により変更登録をしたとき。 

 ⑶ 法第１９条第１項各号列記以外の部分の規定により登録の取消しをしたとき。 

 ⑷ 法第２０条第２項の規定により登録を抹消したとき。 

 ⑸ 法第３１条第１項各号列記以外の部分の規定による指定（以下「指定」という。）を

したとき。 

 ⑹ 法第３１条第２項の規定により指定の取消しをしたとき。 

（指定の申請） 

第８条 施行規則第２３条第１項各号列記以外の部分に規定する指定申請書は、第５号様

式とする。 

２ 施行規則第２３条第１項第３号に規定する指定を行うものが定める事項は、指定を受

けようとする施設の開館の年月日とする。 

３ 施行規則第２３条第２項第３号に規定する指定を行うものが定める書類は、収支の見

積りに関する書類その他別に定める書類とする。 

（指定の審査基準） 

第９条 施行規則第２４条第１項第２号から第４号までに規定する教育委員会の定める基

準は、別に定める。 

（委任） 

第１０条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し

必要な事項は、教育長が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  



第１号様式（第１条関係） 

博物館登録申請書 

（宛先）京都市教育委員会    年   月   日 

設置者の住所（団体にあっては、主たる事

務所の所在地） 

設置者の名称（団体にあっては、名称及び

代表者名） 

 

 

 

博物館法第１２条の規定により博物館の登録を申請します。 

博 物 館 の 名 称  

博物館の所在地  

開 館 の 年 月 日 年   月   日 

 注 本様式による申請書に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方式により本様式

の記載事項を記録したディスクその他これに準じるものによる申請を行うこともでき

ます。 

  



第２号様式（第３条関係) 

博物館登録原簿 

事 項 

登 録 登 録 変 更 登 録 変 更 

 年  月  日 
 年  月  日  年  月  日 

第 号 

設置者の名称及び

住所（団体にあって

は、名称、代表者名

及び主たる事務所

の所在地） 

   

名 称    

所 在 地    

備 考    

 

  



第３号様式（第４条関係） 

博物館登録事項等変更届 

（宛先）京都市教育委員会    年   月   日 

設置者の住所（団体にあっては、主たる事

務所の所在地） 

設置者の名称（団体にあっては、名称及び

代表者名） 

 

 

 

博物館法第１５条第１項の規定により登録事項等の変更を届け出ます。 

博 物 館 の 名 称  

変更事項の種別  

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 内 容  

変 更 の 理 由  

 注 本様式による届出に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方式により本様式の

記載事項を記録したディスクその他これに準じるものによる届出を行うこともできま

す。 



第４号様式（第６条関係） 

博物館廃止届 

（宛先）京都市教育委員会    年   月   日 

設置者の住所（団体にあっては、主たる事

務所の所在地） 

設置者の名称（団体にあっては、名称及び

代表者名） 

 

 

 

博物館法第２０条第１項の規定により博物館の廃止を届け出ます。 

博 物 館 の 名 称 

 

博物館の所在地  

登 録 記 号 番 号  

廃 止 の 年 月 日    年   月   日 

廃 止 の 理 由  

廃 止 後 の 処 置  

 注 本様式による届出に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方式により本様式の

記載事項を記録したディスクその他これに準じるものによる届出を行うこともできま

す。 



第５号様式（第８条関係） 

指定申請書 

（宛先）京都市教育委員会    年   月   日 

設置者の住所（団体にあっては、主たる事

務所の所在地） 

設置者の名称（団体にあっては、名称及び

代表者名） 

 

 

 

博物館法第３１条第１項各号列記以外の部分の規定により博物館に相当する施設とし

て指定されるよう申請します。 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

開 館 の 年 月 日 年   月   日 

 注 本様式による申請書に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方式により本様式

の記載事項を記録したディスクその他これに準じるものによる申請を行うこともでき

ます。 

（教育委員会事務局生涯学習部） 


